
情報ネットワーク強化による普及事業の高度化

【普及活動情報基盤整備事業 ９４(９４）百万円】

対策のポイント
○最新の技術・経営情報や全国の普及活動事例等を収集・提供する普及情報
ネットワークにより、効率的・効果的な普及指導活動を支援します。
○普及指導員等が都道府県を超えて連携するシステムを構築し、迅速かつ的
確な課題解決を図ります。

＜背景／課題＞
・農業者等が普及指導員に求めるニーズが高度化・多様化する中、普及指導員が効率的
に情報収集できる普及情報ネットワークシステムの重要性が高まっています。（本シス
テムの参照回数：平成19年４月→21年４月で５倍に増加）
・新たな技術的課題や全国的な課題に対し、迅速かつ的確に対応するため、普及指導員
等の都道府県を超えた連携が求められています。
・農業者が普及指導員に求める役割は、技術を核として、マーケティング等の経営面に
広がっており、普及指導員の指導力の向上が必要となっています。

政策目標
効果的・効率的な普及事業の推進

＜内容＞

１．普及情報ネットワークの運営・管理
最新の技術・経営情報、全国の普及活動事例及び調査研究の成果を提供するネッ

トワークシステムの企画・運営・管理を行い、普及指導員の活動を支援します。

２．現場課題の調査
農政課題、普及事業に関する課題について調査研究を行い、その成果をネット

ワーク等を通じ普及組織等に提供します。

３．普及指導員の広域的な連携・活動システムの構築
優れた知識と経験を有する普及指導員等による支援チームを組織し、ネットワー

クシステムや支援チームメンバーの派遣を通じて各地の普及指導センターの活動等
に助言可能な仕組みを構築・運営します。

４．農業版ＭＯＴ人材育成研修用プログラムの作成
普及指導員をＭＯＴ（ますます高度化・多様化するマーケットニーズ等により的

確に対応できるよう、技術と経営の両面から地域を総合的にマネジメントすること）
の視点を持って活動できる人材として育成するために必要な研修プログラムを作成
します。
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補助率：定額、6/10以内、1/2以内

事業実施主体：民間団体等

事業実施期間：平成１２年度～２４年度

［お問い合わせ先：生産局技術普及課 （０３－３５０１－３７６９（直））］




